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本日の議論

 本日は、前回までの審議を踏まえ、以下の３点について御議論いただきたい。

１．FITインバランス特例制度①(以下、「FIT特例①」)の具体的な見直し方策について

 FIT特例①に由来する再エネ予測誤差に係る調整力(ΔkW・kWh)を低減するため、社会的コストの観
点を踏まえつつ、制度の具体的な見直し方針について検討する。

２．FIT特例①配分量の算定方法の見直し

 現在、FIT特例①の配分量は出力制御量を予め差し引いたものとなっているため、市場への供出量が少
なくなり、市場価格が適正な水準まで下がらない等の問題が発生している。この点を踏まえ、配分量の算
定方法について検討する。

３．常時バックアップの見直しについて

 常時バックアップの利用の実態や、BL市場の創設を踏まえ、常時バックアップの運用変更について検討する。



１．FITインバランス特例制度①の具体的な
見直し方策
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前回までの議論①

 再エネの導入拡大が進む中で、FIT特例①及び③に対応する調整力を確保するための費用負担の
増加が指摘されているところ。現状のFIT特例①の通知時刻が実需給断面の前々日16時となっ
ていることから、前々日16時～当日GCまでに生じる再エネ予測誤差に係る調整力負担は全て
TSOが担っている状況である。

 第16回基本政策小委員会において、FITインバランス特例制度の見直しを行うに当たり、予測誤差
の調整についてどのようなプレーヤーが費用を担うべきか、どのようなリソースを活用するべきかについて
御議論いただいたところであるが、社会全体のメリットに配慮しつつ、少なくとも以下の点においてBG
が予測誤差による変動分の調整を行うことが望ましいと整理された。

 需給調整市場の商品の要件を満たさない電源（例えば、一定時間以上の稼働が必要となる電源や応動
時間の長い電源等）を活用することができる

 DR等、各BGの創意工夫によって更なる技術革新や新規事業の展開の促進が期待できる。

 また、こうした制度の見直しに当たっては、一般送配電事業者の調整力の運用や予備力の考え方を
含めたBGの供給力調達・運用や、これらのシステム開発の必要性や時間前市場の取引量といった
市場整備についても考慮する必要があるため、「短期的に取り組むべき事項」と「中長期的に取り組
むべき事項」を整理した上で、順次、検討を進めていくこととされた。

 なお、広域機関の委員会（調整力及び需給バランス評価等に関する委員会）においては、再エネ
予測の誤差に対応する調整力費用を減らすに当たり、三次調整力②に係るΔkWの低減と、kWh
の低減の2点について取り組むことが必要であるが、発生するかどうか分からない再エネ予測誤差に対
応するために、出力を調整できる状態で電源を待機させておくこと (ΔkW)に多大なコストが生じてい
ることから、社会コスト低減の観点から、ΔkWの低減が特に重要との指摘があった。
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本日の議論

 本日は、前回までの議論を踏まえ、FIT通知の在り方について、比較的に早期に制度見直しに着
手することが可能と考えられる「短期的に取り組むべき事項」について御議論いただきたい。

 なお、「中長期的に取り組むべき事項」については、諸外国の事例も踏まえつつ、次回以降検討を
進めていくこととしたい。

 とりわけ、日本の火力や揚水の準備時間を考えれば、日本においては、ΔkWは前日には確保して
おく必要がある。このため、ΔkWの低減のためには、前日までに大外しを減らす取組が重要であり、
この点については、気象の専門家も含めた検討が必要であると考えられる。
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論点①：短期的に取り組むべき事項の考え方

 現状、FIT特例①に係る再エネ予測値の通知は前々日16時に行われているところ、これを後ろ
倒し、実需給に近い断面で通知を行うことができれば、平均的な予測誤差量(kWh)が減少する
傾向にあるというデータを、前回の会合においてお示ししたところ。

 他方、これによって一般送配電事業者が確保する調整力（ΔkW）が減少するか否かについては
検証が必要であることに加え、各BGの供給力調達の運用や、一般送配電事業者の系統運用
等の実務への影響も考えられる。

 このため、「短期的に取り組むべき事項」として、まずはBGや一般送配電事業者の実務への影響
が極力少ない範囲で、通知時間の見直しを行うこととしてはどうか。
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(参考)太陽光出力予測誤差について

計画値
（前々日16時配分値）

見直し①
気象庁：前々日21

時

見直し②
気象庁：前日3時

見直し③
気象庁：前日9時

見直し④
気象庁：前日15時

見直し⑤
気象庁：前日21時

見直し⑥
気象庁：当日3時

見直し⑦
気象庁：当日9時

北海道 4.6% 6.1% 6.7% 4.6% 14.8% 17.7% 14.4%

東北 -1.9% -1.7% 4.7% 7.9% 9.9% 5.6% 27.9%

東京 11.8% 12.8% 19.1% 19.9% 24.0% 28.3%

中部 6.0% 6.2% 10.5% 15.2% 19.9% 39.9% 43.5%

北陸 -2.3%

関西 9.4% 13.5% 14.8% 18.8% 17.6% 24.7%

中国 -0.6% 17.5%

四国 -1.1% -3.7% -1.5% 2.6% 7.0% 14.3% 31.2%

九州 8.3% 11.4% 14.2% 18.5% 26.1% 27.8%

沖縄 2.8% 3.0% 4.4%

計画値
（前々日16時配分値）

見直し①
気象庁：前々日21

時

見直し②
気象庁：前日3時

見直し③
気象庁：前日9時

見直し④
気象庁：前日15時

見直し⑤
気象庁：前日21時

見直し⑥
気象庁：当日3時

見直し⑦
気象庁：当日9時

北海道 31.0% 29.6% 29.1% 28.9% 29.6% 26.4% 25.5% 26.5%

東北 24.6% 25.0% 25.0% 23.4% 22.6% 22.1% 23.2% 17.7%

東京 19.9% 17.6% 17.4% 16.1% 16.0% 15.1% 14.3%

中部 18.3% 17.2% 17.2% 16.4% 15.6% 14.7% 11.0% 10.4%

北陸 33.2% 34.0%

関西 20.3% 18.4% 17.5% 17.3% 16.5% 16.7% 15.3%

中国 23.6% 23.8% 19.5%

四国 22.8% 23.0% 23.6% 23.1% 22.2% 21.2% 19.5% 15.6%

九州 19.1% 17.5% 16.9% 16.4% 15.6% 14.1% 13.8%

沖縄 34.1% 33.1% 33.1% 32.6%

〇予測誤差率((太陽光出力予測誤差値(絶対値※)/太陽光出力実績値)%) ：2018.4.1~2019.1.31

〇予測誤差改善率((1-見直し配分値での太陽光出力予測誤差/前々日16時配分値での太陽光出力予測誤差値)%)：2018.4.1~2019.1.31

※予測誤差の上振れ/下振れの絶対値

第16回基本政策小委員会

(2019.3) 事務局資料
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（参考）旧一般電気事業者(小売BG)の予備力の在り方 第23回制度設計専門会合
(平成29年10月26日)事務局資料
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【松村委員】
しかし一方で、ここでも正しく指摘されているとおり、それをある意味で口実にしてというのは言い過ぎかもしれないの

だけれども、備えなければいけないからというので、ＢＧ側が予備力を大量に持っておく。
一方で、系統のほうもＢＧ側がちゃんとやってくれるかどうかわからないんだから、私たちも持っておきますと、こういう

ことをやったら、本当に文字どおり無駄な予備力というのを持ってしまうという事態になりかねない。
だから、これは絶対杞憂じゃないと思います。現実に私たちは二重予備力という問題、自由化した直後からかなり

長い間ずっと苦しんできたというようなこと。最近ようやくその部分は解決したということなんですが、そのときでも、旧一
般電気事業者は、ここの仕組みが変わったら当然にこのルールというのはやり直しですよねというような意見表明をし
ていたはずです。
ということは、これもうまた二重予備力を持つ気満々だということを意思表示した事業者というのがいる中で、この制

度って安易に入れたら本当に非効率的になりかねない。

【大橋委員】
ＢＧ側、これはもうまさにメリット、デメリットいただいているとおりで、現状、ＦＩＴ特例①だと、ＢＧ側にいろいろ

創意工夫させる余地がなくなっちゃっているので、それはこういうものを彼らにインセンティブを与えることでＢＧ側に創
意工夫する余地というのはあるだろうなという気はします。
他方で、これは先ほど佐藤さんから伺ったとおりなんですけれども、おくらせることでメリットがどこまであるのかというとこ

ろもあると伺っているので、後ろ倒しの件は私はいいと思いますけれども、これはＢＧ側のオペレーションの向上を求め
ながら、スポットの前に反映できる、要するにスポットのところで反映できるようなところの情報提供まで後ろ倒しするみ
たいな感覚なのかなというふうには思っていますが、ちょっと私の理解が間違っていたら恐縮ですけれども、引き続き議
論はさせていただければなというふうに思っています。

（参考）第16回基本政策小委員会における委員からの意見
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第38回調整力及び需給バランス評価等に関す

る委員会(2019.4) 資料3-2
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第38回調整力及び需給バランス評価等に関す

る委員会(2019.4) 資料3-2
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論点③：FIT特例①通知の在り方について（補論）

 本見直しの適用時期については、システム改修等の期間を踏まえ、詳細を今後検討することとして
はどうか。

 また、中期的に取り組むべき事項についても、引き続き検討を行うこととしてはどうか。
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（参考）再エネ予測精度向上に係る取組について 第16回電力ガス基本政策小委員会

(2019.3) 事務局資料
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（参考）再エネ予測精度向上に係る取組について

 なお、再エネ予測誤差の対応に係る調整力コスト(ΔkW)を低減するために、広域機関の「調整
力及び需給バランス評価等に関する委員会」において以下の取組みを行うこととしている。

① エリア毎に確保しているΔkW必要量についてエリア間不等時性を踏まえた見直し（広域運用
できた以降）

② FIT再通知による太陽光予測精度向上（ΔkW調達まで）

③ 再エネ予測そのものの精度向上（大外しの低減）

※①は広域機関、②は国、③は一般送配電事業者が取り組む。（③のうち、気象情報の精度向上は気
象の専門家による）

 また、再エネ予測誤差の削減に係る広域機関の監視・確認する仕組みとしては、以下のとおり整
理されている。

 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会において一般送配電事業者による再エネ
予測そのものの精度向上に係る取組みについて確認し、好事例の展開・共有化に努める。
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第38回調整力及び需給バランス評価等に関す

る委員会(2019.4) 資料3-2
（参考）再エネ予測精度向上に係る取組について



２．FIT特例①配分量の算定方法の見直し
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運用上の課題に対する対応の方向性（１）当面の対応

 計画値同時同量制度の運用上、需要と供給の計画不一致は望ましくないため、出力制御が予
測される場合には、出力制御予測量を差し引かずに配分されたFIT特例①の発電予測量を、ス
ポット市場取引後に売れ残り量を勘案して変更することが望ましい。

 具体的な方法として、スポット市場取引後に小売電気事業者が売れ残り量を控除した上で翌日
の発電計画を作成し、一般送配電事業者はその計画に基づきFIT特例①の配分量を変更して
再配分する方法が考えられる。

 既に出力制御が行われている九州エリアにおいては、こうした取組を速やかに進める必要があるが、
関係するシステム改修を行わずに、九州電力の送配電部門が手作業等でFIT特例①の配分量
を変更する場合、九州エリアの全小売電気事業者の配分量を変更することは困難※1。

 このため、暫定的な措置として、需要量が多く、スポット市場において売りポジションをとり得る小
売電気事業者を対象（5社程度）に、スポット市場取引後に、配分量を変更することとしては
どうか。

 ただし、この場合、小売電気事業者が適正な売れ残り量を控除して発電計画を作成しているか
の確認等も必要となることから※2 、運用ルール整備・監視等について関係機関が連携して対応す
る。

※1 システム改修による対応についても今後、検討を行っていく。
※2 スポット市場取引後の売れ残り量が、出力制御予測量を差し引かずにFIT特例①の発電予測量が配分された結果なのか、小売電気事業

者の需要予測ミスにより、余剰が生じているのか区別がつかない。
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運用上の課題に対する対応の方向性（２）更なる対応に係る検討

 現時点においては、九州エリアのみで出力制御が行われているが、他エリアについても同様の対応
が必要になる可能性があることから、他の一般送配電事業者や広域機関等においても、システ
ム改修等の対応も含めて検討を進めていく。次回以降の基本政策小委員会において、制度・市
場への影響に配慮しつつ必要となるコストや得られる効果の比較等を行いながら、鋭意更なる検
討を行うこととしたい。

 なお、システム改修の要否の検討に当たっては、本資料でも提示したFIT特例①の前日６時の
再通知や、出力制御量を実需給の直前まで柔軟に変更するといった対応も勘案しながら検討を
進めていく。

 加えて、2019年11月から卒FIT電源が発生することを踏まえ、将来的なFIT制度からの自立化
も見据え、再エネ予測を再エネ事業者含めたBG自らが行う制度（小売BGが予測を行う場合は
FIT特例制度②）への移行を促していくことも重要である。

 また、第35回制度設計専門会合において、一般送配電事業者が再エネ出力制御量を算定する
際、前日午前10時のスポット市場での売れ残りの実績値を考慮することについて議論がなされた
が、実際の出力制御量は最新の気象データに基づく需給予測によって前日16時頃に決定（オ
ンライン制御分については実需給の2時間前に決定）されるため、スポット市場取引の売れ残り
量をそのまま出力制御量とするのではなく、制御量算定時の参考値にとどめることが適当ではな
いか。
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（参考）当面の対応の運用イメージ（九州エリア）

① 実需給の前々日16時に、九州電力の送配電部門は九州エリアの小売電気事業者に対し、出力制御予測量を控除せずに
FIT特例①の発電予測量を通知（現行は出力制御予測量を控除）。

② 小売電気事業者は、自社保有の電源を最大限に抑制してもなお、自社需要分を超えるFIT特例①分があった場合には、余
剰分をスポット市場に0.01円/kWhで入札。

③ 一部の小売電気事業者※は、FIT特例①の余剰分に係るスポット市場の売れ残り量を控除した上で、FIT特例①の翌日発
電計画を策定・提出。 ※暫定的な措置として、需要が多く、スポット市場において売りポジションをとり得る小売電気事業者（５社程度）が対象

④ 九州電力の送配電部門は、一部の小売事業者から提出された翌日発電計画を確認し、FIT特例①に係る発電計画の入
力値を当該小売電気事業者が入力した値に合うように書き換える。

⑤ 一部の小売電気事業者は、修正した発電販売計画を提出する。

前々日16時のFIT特例①の配分から実需給までのフロー（イメージ）



３．常時バックアップ制度の見直しについて
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（参考）常時BUの見直しについて（昨年の議論）
第9回電力ガス基本政策小委員会

(2018.5) 事務局資料
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（参考）常時BUの見直しについて（昨年の議論）
第9回電力ガス基本政策小委員会

(2018.5) 事務局資料
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（参考）常時BUの見直しについて（昨年の議論）
第9回電力ガス基本政策小委員会

(2018.5) 事務局資料
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（参考）常時BUの見直しについて（昨年の議論）
第9回電力ガス基本政策小委員会

(2018.5) 事務局資料
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本日の御議論について②

 本年7月から、BL市場取引が開始されることを踏まえ、本日は、前回までに御議論をいただいた下
記２点の具体的な見直しの在り方について御議論いただきたい。

① 常時BUの〆切時間をスポット市場の約定結果が分かる時間より前倒しすること。(＝スポット
市場との値差収入を得ないようにするため。)

② 常時BUの購入可能枠からBL市場の約定分を控除すること。(＝常時BUのベース的な利用
をBL市場への移行するため。)
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論点②：常時BU購入可能枠の管理について

 第9回基本政策小委員会では、常時BUが卸市場活性化までの過渡的措置であることを踏まえ、
BL市場の購入量を常時BUの購入可能枠から控除することとされたところ。

 現在、新電力個社の託送契約量(kW)はTSOが管理しているが、新電力の常時BUの申込みに
当たっては、常時BU窓口において、申請者の託送契約量(kW)に基づき、常時BUの購入可能枠
の管理が行われている。

 BL市場の取引開始後においては、申込者の常時BU購入可能枠の管理に当たり、BL市場の購
入量の情報が必要となる。しかしながら、こうした情報を常時BU窓口が知り得る立場にあることは、
競争上の問題となり得る。

 この点、現在、電力・ガス取引監視等委員会においては、卸供給の窓口の在り方の検討が行われ
ているところ、ここでの検討状況も踏まえ、情報の取扱いについて更に整理を行うこととしてはどうか。

TSO

常時BU窓口 新電力(A社)

＜旧一般電気事業者＞ ＜新電力＞

①常時BU申し込み

②A社の託送契約
(kW)の照会

③A社の託送契
約(kW)の通知

④常時BUの提供

〇現在の運用状況
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（参考）適正取引ガイドラインの記載

Ⅱ 卸売分野における適正な電力取引の在り方

２ 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為及び問題となる行為
（１）小売電気事業者への卸供給等
ア 公正かつ有効な競争の観点から望ましい行為

○ 発電部門と小売部門を分社化した際の常時バックアップの契約窓口

区域において一般電気事業者であった者が発電部門と小売部門の分社化を行う等の組織再編を
行った場合、常時バックアップの契約窓口は、他の小売電気事業者と直接的な競争関係にない
グループ内の事業者（区域において一般電気事業者であった発電事業者、親会社等）に設置
することが、公正かつ有効な競争の観点から望ましい。




